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令和元年第４回常陸太田市議会定例会会議録 

 

令和元年１２月２日（月） 

            ─────────────────── 

議 事 日 程（第１号） 

令和元年１２月２日午前１０時開議 

日程第 １ 会期の決定 

日程第 ２ 報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市令和元年台風第 

             １９号に係る被害対策支援金支給条例） 

      報告第１３号 専決処分の承認を求めることについて（常陸太田市市税条例の一部 

             を改正する条例） 

      報告第１４号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市一般 

             会計補正予算（第４号）） 

      報告第１５号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市一般 

             会計補正予算（第５号）） 

      報告第１６号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市一般 

             会計補正予算（第６号）） 

      報告第１７号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市水道 

             事業会計補正予算（第１号）） 

      報告第１８号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市工業 

             用水道事業会計補正予算（第１号）） 

      報告第１９号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市簡易 

             水道事業会計補正予算（第１号）） 

      報告第２０号 専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市下水 

             道事業等会計補正予算（第１号）） 

日程第 ３ 議案第９２号 常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制 

             定について 

      議案第９３号 常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

      議案第９４号 常陸太田市保育所設置条例の一部改正について 

      議案第９５号 常陸太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改 

             正について 

      議案第９６号 常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関する条例 

             の一部改正について 

      議案第９７号 常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服務等に関する条例の一部 

             改正について 

      議案第９８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関 



 ８ 

             係条例の整備について 

      議案第９９号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関 

             係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等について 

      議案第１００号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１０１号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１０２号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１０３号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１０４号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１０５号 常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について 

      議案第１０６号 市有財産の貸付けについて 

日程第 ４ 議案第１０７号 令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第７号）について 

      議案第１０８号 令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

              について 

      議案第１０９号 令和元年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

              について 

      議案第１１０号 令和元年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）について 

      議案第１１１号 令和元年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）に 

              ついて 

      議案第１１２号 令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第２号）につ 

              いて 

            ─────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第 １ 会期の決定 

 日程第 ２ 報告第１２号ないし報告第２０号（一括上程・報告説明） 

 日程第 ３ 議案第９２号ないし議案第１０６号（一括上程・提案理由説明） 

 日程第 ４ 議案第１０７号ないし議案第１１２号（一括上程・提案理由説明） 

            ─────────────────── 

出席議員 

    １２番   成 井 小太郎 議 長   １１番   高 星 勝 幸 副議長 

     １番   森 山 一 政 議 員    ２番   小 室 信 隆 議 員 

     ３番   菊 池 勝 美 議 員    ４番   諏 訪 一 則 議 員 

     ５番   藤 田 謙 二 議 員    ６番   深 谷   渉 議 員 

     ７番   平 山 晶 邦 議 員    ８番   益 子 慎 哉 議 員 

     ９番   菊 池 伸 也 議 員   １０番   深 谷 秀 峰 議 員 

    １３番   茅 根   猛 議 員   １４番   川 又 照 雄 議 員 

    １５番   後 藤   守 議 員   １６番   黒 沢 義 久 議 員 
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    １７番   髙 木   将 議 員   １８番   宇 野 隆 子 議 員 

            ─────────────────── 

説明のため出席した者 

       大久保 太 一 市    長    宮 田 達 夫 副 市 長 

       石 川 八千代 教 育 長    加 瀬 智 明 政策推進室理事 

       綿 引 誠 二 総 務 部 長    武 藤 範 幸 企 画 部 長 

       鈴 木   淳 市民生活部長    岡 部 光 洋 保健福祉部長 

       根 本 勝 則 農 政 部 長    小 瀧 孝 男 商工観光部長 

       真 中   剛 建 設 部 長    磯 野 初 郎 会 計 管 理 者 

       江 尻 伸 彦 上下水道部長    宇 野 智 明 消 防 長 

       生天目   忍 教 育 部 長    弓 野 政 人 農業委員会事務局長 

       柴 田 道 彰 秘 書 課 長    塩 原 正 己 総 務 課 長 

       江 幡   治 監 査 委 員 

            ─────────────────── 

事務局職員出席者 

       笹 川 雅 之 事 務 局 長    鴨志田 智 宏 次長兼議事係長 

       小 林 博 則 総 務 係 長 

            ─────────────────── 

午前１０時開会 

○成井小太郎議長 ご報告いたします。 

 ただいま出席議員は１８名であります。 

 よって，定足数に達しております。 

 これより令和元年第４回常陸太田市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ─────────────────── 

 会議録署名議員の指名 

○成井小太郎議長 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議録署名議員には，会議規則第８８条の規定により 

     ８番   益 子 慎 哉 議 員    １７番   髙 木   将 議 員 

の両名を指名いたします。 

            ─────────────────── 

 諸般の報告 

○成井小太郎議長 諸般の報告を行います。 

 初めに，議長会の経過についてご報告いたします。去る１０月１１日，日立市において県北市

議会議長会が，同じく１５日，土浦市において茨城県市議会議長会が開催されました。会議内容

については，お手元に配付いたしました報告書によりご承知願います。 
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 次に，１１月２５日付で，水戸市赤塚２丁目２２１の３５，佐竹氏ゆかりの文化遺産を考える

８団体と有志の連絡会議代表冨山章氏からＪＴ跡地の太田城遺構解明に向けた全面発掘の必要性

に関する陳情がお手元に配付してあります写しのとおり提出されておりますのでご報告いたしま

す。 

 次に，教育委員会から，令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に

関する報告書がお手元に配付されておりますとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，敦賀市表敬訪問並びに茨城県市議会議長会議員研修会の議員派遣を９月議会で議決いた

しておりましたが，１０月１８日及び１１月２１日の全員協議会において報告がありましたとお

りでございます。 

 次に，監査委員から，令和元年９月，１０月及び１１月の例月現金出納検査の結果について，

報告書が別紙写しのとおり提出されておりますので，ご報告いたします。 

 次に，「地方自治法」第１２１条の規定により，提出案件説明のため，次の者を議場に出席す

るよう要求いたしましたのでご報告いたします。 

 市    長  大久保 太 一 君    副 市 長  宮 田 達 夫 君 

 教 育 長  石 川 八千代 君    政策推進室理事  加 瀬 智 明 君 

 総 務 部 長  綿 引 誠 二 君    企 画 部 長  武 藤 範 幸 君 

 市民生活部長  鈴 木   淳 君    保健福祉部長  岡 部 光 洋 君 

 農 政 部 長  根 本 勝 則 君    商工観光部長  小 瀧 孝 男 君 

 建 設 部 長  真 中   剛 君    会 計 管 理 者  磯 野 初 郎 君 

 上下水道部長  江 尻 伸 彦 君    消 防 長  宇 野 智 明 君 

 教 育 部 長  生天目   忍 君    農業委員会事務局長  弓 野 政 人 君 

 秘 書 課 長  柴 田 道 彰 君    総 務 課 長  塩 原 正 己 君 

 監 査 委 員  江 幡   治 君 

 以上，１９名でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ─────────────────── 

 市長挨拶 

○成井小太郎議長 この際，市長より招集のご挨拶を願います。市長。 

〔大久保太一市長 登壇〕 

○大久保太一市長 皆さん，おはようございます。令和元年第４回市議会定例会を招集いたしま

したところ，議員各位におかれましては，ご多用中のところご出席を賜りまして，誠にありがと

うございます。また，皆様には日々，市の発展と市民の福祉増進のためにご活躍をいただいてお

りますことに厚く御礼を申し上げます。 

 初めに，先の台風１９号によりまして，亡くなられた方々のご冥福をお祈りしますとともに，

被災をされました皆様に心からお見舞いを申し上げます。 

 本市におきましても，甚大な被害が及んでおりまして，現在，被災された皆様が１日も早く日
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常の生活を取り戻すことができますように，国，県及び関係機関と連携を図りながら，復旧復興

に向けまして，全力で取り組んでいるところでございます。災害発生から５０日を経過いたしま

したが，改めまして，被害状況等につきましてご報告をいたします。 

 まず，住家の被害状況でございますが，床上浸水が２２１棟，床下浸水が１０８棟，土砂流入

６棟，強風によるもの７棟でございます。これら住家の被害認定の状況は，全壊が１０棟，大規

模半壊が３４棟，半壊１８３棟など合計３４２棟について被害認定をいたしました。 

 農地の浸水面積につきましては２４３ヘクタールに及んでおります。そのうち６５ヘクタール，

９７カ所で被害を受けておりまして，水路等農業用施設も合わせますと復旧にかかわる予算額は

５億8,８０２万2,０００円となっております。 

 その他，トラクターなど農業機械の浸水被害が６６１台，収穫済みの保管米は4,８００袋が浸

水いたしました。林道等につきましては，６路線において被害が発生しており，復旧にかかわる

予算額は4,１４１万5,０００円でございます。農作物などの被害は，収穫を控えておりましたそ

ばが浸水，倒伏するなど被害額は３，０７５万円と推計しております。 

 公共土木施設は，市道１７路線２３カ所，橋梁９カ所，河川４カ所，県道や国・県管理河川を

合わせますと，市内８２カ所で被害を受けておりまして，そのうち市管理施設の復旧に係る予算

額は５億8,７７２万4,０００円となっております。 

 上水道施設は，浄水場，取水場，農業集落排水処理場など１９カ所が被害を受けておりまして，

復旧に係る予算額は３億2,５１０万5,０００円でございます。 

 市内企業においては，３３社が被害を受けておりまして，被害額は４億1,７７０万円と推計さ

れます。 

 こうした被害に対しまして，１１月２７日現在，寄附金，見舞金合わせまして，1,３２７万円

のご支援をいただいており，これらの使途につきましては，被災をされました方々への支援に有

効に活用させていただきます。また，災害ボランティアセンターが，災害発生の３日後から開設

され，被災家屋の土砂の撤去，清掃など，延べ2,１００人のボランティアの方々にご支援をいた

だきますとともに，企業や個人からも，食料や生活用品など物資のご提供をいただいております。

皆様の温かいご支援，ご厚情に心から感謝を申し上げます。 

 災害対応につきましては，自衛隊をはじめ，国土交通省のテックフォース，対口支援として，

島根県や茨城県から支援チームの派遣をいただき，専門的なご指導，ご支援をいただきました。 

 また，県内は元より，県外の自治体からも，多くの職員の派遣をいただきまして，災害ごみの

仮置き場の運営や被災家屋の認定調査や保健師による健康相談など，災害後の円滑な業務の推進

にご支援をいただきました。皆様からの温かいご支援に対しまして厚く御礼を申し上げます。 

 こうしたなか，市では被害を受けた住宅等の修繕に対し，独自の支援を行うほか，各種支援金

の交付，固定資産税や個人住民税，国民健康保険税，介護保険料，保育園・こども園の保育料，

児童クラブ利用料の減免措置等の支援を講じているところでございます。 

 また，被災地を訪れた赤羽国土交通大臣や藤木農林水産大臣政務官，そして１０月２５日に経

済産業大臣に就任されました梶山大臣に，直接，早期復旧復興に向けた支援要望を行ってまいり
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ました。 

 政府が先月８日に閣議決定いたしました，被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ

におきまして，本市から強く要望しておりました，中小企業向けの補助制度や，浸水した保管米

に対する支援をはじめとする農業経営再建策が盛り込まれたところでございます。こうした国の

動きも踏まえまして，これら支援策についても着実に進めてまいります。 

 このたびの台風１９号の豪雨災害では，全国で９０名を超える方々が犠牲となり，依然として

数人が行方不明となっております。氾濫などによる浸水範囲は，昨年の西日本豪雨を超えたほか，

土砂災害も，１つの台風によるものとしては最も多くなるなど，国が対策の見直しを迫られるほ

どの記録的な豪雨災害となりました。 

 本市においても，久慈川や浅川，里川が決壊をいたし，氾濫するなどの事態に直面し，市内２

１カ所で開設された避難所には最大で５２２世帯，1,５４９人が避難をされたところであります。

今回の災害を通じまして，市が住民に迫る危機をいかにスピーディーに把握し，正確かつタイミ

ングよく伝え，どのようにすれば実際の行動につながるのかをしっかり検証しまして，改善する

必要があると痛感をしております。 

 現在，新年度予算の編成作業を進めているところでございますが，災害の復旧復興事業を優先

的に推進しますことを，予算編成の基本方針に位置づけたところでありまして，市民生活や経済

活動の早期回復を目指しますとともに，引き続き，防災力，減災力の強化に努めてまいります。 

 次に，９月の第３回市議会定例会以降の主な出来事につきましてご報告をさせていただきます。 

 初めに，９月から１０月にかけて，いきいき茨城ゆめ国体が開催をされまして，本市におきま

しても，成年男女のソフトボール競技が実施をされました。大会期間中，全国から２６チーム３

２５名の選手が参加をして熱戦が繰り広げられ，会場には関係者並びに応援の方々を合わせまし

て，３日間で延べ１万3,０００人が来場しまして，大きな盛り上がりを見せました。 

 全国障害スポーツ大会いきいき茨城ゆめ大会は，台風の接近によりまして中止となりましたこ

とは非常に残念ではありましたが，国体が成功裏に終了したことは，選手の皆様はもちろんのこ

と，運営に携わっていただいた多くの市民のおもてなしの心と，地元関係者の数年間の取り組み

のおかげでありまして，心から感謝を申し上げます。 

 次に，中国余姚市との友好都市締結２０周年記念事業についてでございます。１０月２１日か

ら５日間の日程で，宮田副市長を団長に，市民交流団２８名，経済訪問団２１名を余姚市に派遣

をいたしました。余姚市におきましては，友好協力関係を深化するための覚書の調印や，市の木

でありますケヤキの記念植樹などを行い，経済訪問団におきましては，市内工場などの企業視察

や，ブドウや柿などの農業の現状を視察，上海においてはジェトロ上海事務所や現地の工場，商

談会などの視察をしてまいりました。今後，さまざまな分野で市民や企業間の交流が深められる

ことを期待をしております。 

 次に，台風１９号による被害への対応として，被災者支援，施設の復旧などを迅速に実施いた

しますために，専決処分をさせていただきましたので，ご報告をさせていただきます。 

 条例につきましては，令和元年台風第１９号に係る被害対策支援金支給条例を１０月２４日に，
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市税条例の一部を改正する条例を１１月１日に専決処分をさせていただきました。補正予算につ

きましては，一般会計におきまして，１０月１２日，１０月２４日，１１月１日に専決処分によ

りまして合計２４億3,９３０万8,０００円を追加いたしました。公営企業会計では，水道事業会

計，工業用水道事業会計，簡易水道事業会計，下水道事業会計，それぞれ，１０月１２日に専決

処分をしておりまして，合計３億2,５１０万5,０００円を，追加をいたしました。 

 最後に，本定例会に提案をさせていただきます案件でございますが，専決処分の報告が９件，

条例の制定が１件，条例の一部改正５件，関係条例の整備条例２件，公の施設に係る指定管理者

の指定が６件，市有財産の貸付け１件，令和元年度補正予算６件，合わせまして３０件でござい

ます。 

 なお，会期中に人事院勧告に基づく，国に準じた措置等にかかわる条例の一部改正及びこれに

付随いたしまする補正予算を追加提案する予定となっており，さらには，台風１９号にかかわる

国の住宅応急修理支援制度の受付期間の延長等によりまして，申請件数は，予定数を上回る見込

みでありますために，補正予算を追加提案する予定でございますので，よろしくお願いをいたし

ます。 

 各議案の提案理由につきましては，議題となりましたときに副市長及び担当部長からご説明を

申し上げます。各議案とも慎重にご審議をいただきまして，原案のとおり承認，可決を賜ります

ようお願いを申し上げまして招集の挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

            ─────────────────── 

○成井小太郎議長 本日の議事日程は，お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといたし

ます。 

            ─────────────────── 

 日程第１ 会期の決定 

○成井小太郎議長 日程第１，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は，お手元に配付いたしました会期予定表のとおり，本日から１２月１３日

まで１２日間といたしたいと思いますが，これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○成井小太郎議長 ご異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日から１２月１３日まで１２日間と決定いたしました。 

            ─────────────────── 

 日程第２ 報告第１２号ないし報告第２０号 

○成井小太郎議長 次，日程第２，報告第１２号専決処分の承認を求めることについて（常陸太

田市令和元年台風第１９号に係る被害対策支援金支給条例），報告第１３号専決処分の承認を求

めることについて（常陸太田市市税条例の一部を改正する条例），報告第１４号専決処分の承認

を求めることについて（令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）），報告第１５号専

決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）），報
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告第１６号専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第

６号）），報告第１７号専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市水道事業

会計補正予算（第１号）），報告第１８号専決処分の承認を求めることについて（令和元年度常

陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第１号）），報告第１９号専決処分の承認を求めること

について（令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１号）），報告第２０号専決処

分の承認を求めることについて（令和元年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第１号）），

以上９件を一括議題といたします。 

 報告案件の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりまして，ご説明いたします。 

 議案書の１ページをお開き願います。報告第１２号は，専決処分の承認を求めることについて

でございます。 

 ２ページをお開き願います。専決処分書の写しがございますが，台風第１９号により被災され

た方への迅速な支援を行うため，常陸太田市令和元年台風第１９号に係る被害対策支援金支給条

例を，令和元年１０月２４日付で専決処分させていただきました。本件は，議会より要望いただ

いた事案でございます。 

 ３ページをお開き願います。本条例は，国の災害対策支援金制度の対象外となる，半壊，また

は一部損壊の判定を受けた世帯に対し，修繕等を実施した場合に支援金を支給する制度で，８年

前の東日本大震災の際と同様の制度でございます。 

 第１条は条例の目的でございます。 

 第２条は，支給対象者でございます。 

 第１号におきまして，災害発生時において，本市の住民基本台帳に記録されている方を対象と

してございます。 

 第２号におきましては，その方が所有し，現に居住する住家，または同一敷地内の物置等に被

害があり，その修繕などを行った方を対象とするものでございます。 

 第３条は，支援金の額等でございます。 

 表をご覧願います。住家につきましては，修繕に要した費用の２分の１以内の額で上限２５万

円を，住家以外の建物につきましては，修繕に要した費用の２分の１以内の額で上限１０万円を

支給いたします。今回の台風第１９号では，畳や附帯設備にまで被害が及んでいることから，東

日本大震災の際の支援金と比較し，支給割合を住家及び非住家ともに３分の１から２分の１へ，

支給限度額を，住家につきましては２０万円から２５万円と引き上げてございます。 

 第２項におきましては，本制度の適用は１世帯につき住家及び住家以外の建物，それぞれ１棟

を限度とするものでございます。 

 第４条は，支給の制限でございます。 

 第１号では，故意による損壊。第２号は，国の支援制度である，被災者再建支援金の支給要件

が該当する場合。第３号として，専門業者の施工によらず，自ら修繕を行った場合を支給の対象
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外とするものでございます。 

 第５条は，支援金の返還を，第６条は，本条例の適用を受ける場合は市災害見舞金等支給条例

の規定を適用しないことを定めてございます。 

 附則でございますが，本条例は公布の日から施行し，第２項の執行につきましては，本条例の

期限を令和３年１０月３１日とするものでございます。ただし，その日までに支給申請を行い，

支給の決定を受けている場合は，令和４年３月３１日まで，その効力を有することといたしまし

た。 

 なお，参考といたしまして，５ページから１１ページまで，施行規則を付してございますので，

後ほどご覧置き願います。 

 報告第１２号は以上でございます。 

 続きまして，１２ページをお開き願います。 

 報告第１３号は，専決処分の承認を求めることについてでございます。 

 １３ページに専決処分書の写しがございますが，被災者の経済的負担の迅速な軽減を図るため，

常陸太田市市税条例の一部を改正する条例を，本年１１月１日付で専決処分させていただきまし

た。内容につきましては，新旧対照表によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１５ページをお開き願います。左側の改正案をご覧願います。 

 上段の第３１条は，市民税を減免する場合の規定でございます。これまでは，自然災害による

市民税の減免規定はございませんでしたので，市民生活等に多大な被害をもたらす大規模な災害

に迅速な対応を行うため，新たに加えたものでございます。第１項第２号の次に，第３号として，

市の全部または一部にわたる災害，または天候の不順により著しい損害を受けたものとして規則

で定める者を加えるものでございます。また，現行の第３号から第７号までを１号ずつ繰り下げ

るものでございます。 

 同様に，中段の第５０条は，固定資産税を減免する場合の規定でございます。第１項第３号に

つきましては，右側の現行の価格，いわゆる固定資産税の評価額でございますが，その損失を減

免要件としていたものを，左側改正案では，固定資産の程度である価値の損失に改め，あわせま

して，規則への委任規定を定めたものでございます。 

 恐れ入りますが，１４ページにお戻り願います。附則でございますが，本条例は公布の日から

施行するものでございます。 

 なお，参考といたしまして，１６ページに，常陸太田市市税条例施行規則第１２条の２災害等

による減免の要件を抜粋してございますので，後ほどご覧置き願います。 

 報告第１３号は以上でございます。 

 続きまして，１７ページをお開き願います。報告第１４号は，専決処分の承認を求めることに

ついてでございます。１８ページに専決処分書の写しがございますが，台風第１９号による災害

に対応するため，令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第４号）を，本年１０月１２日付で

専決処分させていただきました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして３０ページをお開き願います。報告第１５号は，専決処分の
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承認を求めることについてでございます。 

 ３１ページに専決処分書の写しがございますが，台風第１９号により被害を受けた被災者への

迅速な支援を図るため，令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）を，本年１０月２４

日付で専決処分させていただきました。 

 恐れ入りますが，少し飛びまして４０ページをお開き願います。報告第１６号は，専決処分の

承認を求めることについてでございます。 

 ４１ページに専決処分書の写しがございますが，台風第１９号により被災した箇所の復旧等を

行うため，令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）を，本年１１月１日付で専決処分

させていただきました。今回の補正につきましては，災害に対応するため，可及的速やかな対応

をする必要がありましたこと，また，補正の規模も大きいことから，補正予算書の事項別明細で

はなく，お配りいたしました資料，令和元年度第４回市議会定例会報告第１４号から第１６号資

料により，一括して詳細にご説明いたします。 

 なお，資料につきましては，款項目及び補正額，節，説明の欄，補足説明の順に説明をさせて

いただきます。資料の方はよろしいでしょうか。 

 まず，歳入でございますが，報告第１４号は，令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第４

号）でございます。１９款２項１目１節財政調整基金繰入金５億6,６４５万8,０００円を歳出予

算の財源として計上いたしました。 

 次の，報告第１５号は，令和元年度常陸太田市一般会計補正予算第５号でございます。１９款

２項１目１節財政調整基金繰入金１億1,０００万円を算出予算の財源として計上いたしました。 

 続きまして，報告第１６号は，令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）でございま

す。１５款２項３目衛生費国庫補助金の２節清掃費補助金２億8,８２１万1,０００円は，災害ご

み費補助金として計上いたしました。歳出予算で補正をいたします災害ごみ処理費用の財源とし

て，環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金を活用するものでございます。８目災害復旧費国庫

補助金の１節公共土木施設災害復旧費補助金１億1,５６０万円は，道路橋りょう災害復旧事業費

補助金として計上いたしました。歳出予算で補正をいたします道路橋梁復旧費用の財源として，

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定による補助金でございます。 

 ２段目の１６款２項１３目消防費県補助金の１節消防費補助金2,３７５万円は，被災者再建支

援補助金として計上いたしました。歳出予算において補正をいたします被災者生活再建支援金の

財源として，茨城県の補助事業を活用するものでございます。１４目災害復旧費県補助金の１節

農林水産業施設災害復旧費補助金２億4,５４５万3,０００円のうち，農業用施設災害復旧事業費

補助金２億3,７５０万円につきましては，歳出予算において補正をいたします農地農業用施設の

復旧費用の財源として計上いたしました。また，林道施設災害復旧事業費補助金７９５万3,００

０円につきましては，歳出予算において補正をいたします林道の復旧費用の財源として計上いた

しました。 

 両補助金とも，農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助金の暫定措置に関する法律の規定によ

る補助金でございます。 
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 ３段目の１８款１項２目総務費寄附金１節総務管理費寄附金1,０００万円は，ふるさと常陸太

田寄附金として計上いたしました。ふるさと納税制度を活用して寄附をいただいた台風第１９号

関連支援金について，ふるさと常陸太田寄附条例の規定により，寄附金の全額を基金に積み立て

るものでございます。 

 ４段目の１９款２項１目の１節財政調整基金繰入金７億4,４６３万6,０００円は，歳出予算の

財源として計上いたしました。同款同項３目１節ふるさと常陸太田基金繰入金1,０００万円は，

当該補正の算出において積み立てた台風第１９号関連寄附金について，災害復旧費用の財源とし

て活用するため，取り崩しを行ったものでございます。 

 最下段の２２款１項９目民生債１節災害救助債4,６５０万円は，災害援護資金貸付事業債とし

て計上いたしました。歳出予算において補正をいたします災害援護資金貸付金の財源とするもの

でございます。 

 同款同項１０目災害復旧債２億7,８７０万円のうち，１節農林水産業施設災害復旧事業債２億

2,０９０万円につきましては，現年発生補助災害復旧事業債として，歳出予算において補正をい

たします農地農業用施設及び林道復旧費用の財源として計上いたしました。２節公共土木施設災

害復旧事業債5,７８０万円につきましては，現年発生補助災害復旧事業債として歳出予算におい

て補正をいたします道路橋梁復旧費用の財源として計上いたしました。 

 歳入は以上でございます。 

 ２ページをお開き願います。歳出でございます。報告第１４号は，令和元年度常陸太田市一般

会計補正予算（第４号）でございます。１段目は，３款４項１目災害救助費として1,８１４万7,0

００円を計上いたしました。３節職員手当等７４９万円につきましては，時間外勤務手当及び管

理職員特別勤務手当として，１０月１２日からの避難場設置運営に係る人件費を計上いたしまし

た。同じく１１節需用費のうち，修繕料５９５万円につきましては，災害救助法に規定する住宅

の応急修理費として，１件当たり５９万5,０００円を１０件計上いたしました。同じく１４節使

用料及び賃借料８４万円につきましては，被災者住宅借上料として，被災者が一時入居するため

の民間住宅借り上げ料１世帯当たり７万円の６カ月分を２世帯分計上いたしました。 

 ２段目の４款１項７目環境衛生費5,６８６万2,０００円につきましては，上水道及び簡易水道

事業における災害対応及び施設の復旧にかかる経費に対する補助として計上をいたしました。 

 ３段目は，４款２項２目塵芥処理費として2,８４５万円を計上いたしました。１３節委託料2,

２５０万2,０００円につきましては，廃棄物処分等業務委託料として，１０月中における災害ご

み仮置き場３カ所の搬入車両誘導等業務及び収集業務，並びに仮置き場から処理場へのごみの運

搬処分業務委託料を計上いたしました。１４節使用料及び賃借料５２４万9,０００円につきまし

ては，作業機械等借上料として，災害ごみ仮置き場における災害ごみ整理のため，１０月中に使

用するバックホー４台，鉄板敷仮設トイレ等の借上料を計上いたしました。１５節工事請負費２

３万1,０００円につきましては，宮の郷工業団地に設置した災害ごみ仮置き場の造成工事分とし

て計上いたしました。 

 ４段目の６款１項１目商工総務費1,１４６万8,０００円及び下の段，７款５項１目下水道費２
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億5,６７７万5,０００円につきましては，工業用水道事業及び下水道事業における災害対応，及

び施設の復旧にかかる経費に対する補助として計上いたしました。 

 ６段目の７款６項１目住宅管理費1,９８０万円につきましては，被災者が一時入居する住宅と

して使用するため，空室となっている市営住宅３５戸分の修繕費用として計上いたしました。 

 ７段目は，８款１項５目災害対策費として3,４６３万2,０００円を計上いたしました。３節職

員手当等2,８９８万2,０００円につきましては，時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当とし

て，１０月１２日から３１日における避難所設置運営以外の災害対応に係る人件費を計上いたし

ました。 

 ８節報償費１５万7,０００円につきましては，床上浸水住宅の消毒を実施する際の消毒上の注

意や感染症予防の指導を行う業務について，訪問件数が多く市の保健師だけでは対応が困難であ

ったことから，市薬剤師会に派遣を依頼するための報償費として，２名１１日分を計上いたしま

した。 

 １１節需用費３２５万円のうち，修繕料２２６万6,０００円につきましては，松栄町の屋外拡

声子局が浸水したことに伴う応急復旧修繕料及び台風第１９号による被害発生後において防災行

政無線戸別受信機の修繕依頼が殺到したことによる受信機修繕料を計上いたしました。 

 １３節委託料２２４万3,０００円につきましては，床上浸水住宅消毒業務委託料として，２１

１世帯分の消毒作業経費及び諸経費を計上いたしました。 

 最下段は，１０款２項１目道路橋りょう災害復旧費として１億4,０３２万4,０００円を計上い

たしました。１３節委託料１億３００万円につきましては，測量調査設計業務委託料として，被

災した河川４カ所，市道２２カ所，橋りょう９橋の災害査定用測量調査設計を委託する費用とし

て計上いたしました。内容につきましては，この後ご説明させていただきます報告第１６号と関

連がございますので，５ページ以降の資料により後ほどご説明させていただきます。 

 １４節使用料及び賃借料４９万4,０００円につきましては，建設機械等借上料として，災害パ

トロールに使用した車両３９台分を計上いたしました。 

 １５節工事請負費3,６００万円につきましては，災害復旧工事として護岸路肩補修などの小規

模災害箇所応急復旧工事８８カ所分，及びシート防御などの２次災害防止応急工事１５カ所分を

計上いたしました。 

 報告第１４号は以上でございます。 

 ３ページをお開き願います。 

 続きまして，報告第１５号は令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第５号）でございます。 

 ８款１項５目災害対策費１億1,０００万円につきましては，支援金として，報告第１２号で専

決処分をさせていただきました常陸太田市令和元年台風第１９号に係る被害対策支援金支給条例

に基づく支援金について，住家分として１件当たり２５万円を３００件分，物置など住家以外分

として１件当たり１０万円を３５０件分計上いたしました。 

 報告第１５号は以上でございます。 

 続きまして，報告第１６号は令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第６号）でございます。 
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 ２款１項１目一般管理費２２節補償補填及び賠償金５５万円及び５目財産管理費１３節委託料

２２万円につきましては，天下野町内の市有林からの倒木による墓石等破損に伴う修復費相当額

賠償金及び倒木撤去に係る作業委託料として計上いたしました。 

 ６目企画費２５節積立金1,０００万円は，ふるさと常陸太田基金積立金でございます。ふるさ

と常陸太田寄附条例の規定により，台風第１９号関連寄附金歳入予算額を基金に積み立てるもの

でございます。 

 ２段目は，３款４項１目災害救助費として6,１８３万5,０００円を計上いたしました。１１節

需用費1,１５７万3,０００円につきましては，修繕料として，第４号補正で追加いたしました災

害救助法に規定する住宅の応急修理費の申請が見込みよりも多かったことから，２０件分を追加

したものでございます。 

 １２節役務費３７６万2,０００円につきましては，手数料として，避難所で使用した毛布1,８

００枚のクリーニング費用を計上いたしました。 

 ２１節貸付金4,６５０万円につきましては，災害援護資金貸付金として，被災者に対し，生活

の立て直しに必要な資金を貸し付ける災害援護資金貸付金を，全壊５件分，大規模半壊１０件分，

半壊１０件分を計上いたしました。 

 ３段目は，４款２項２目塵芥処理費として５億4,８０８万1,０００円を計上いたしました。１

２節役務費１３４万5,０００円につきましては，土壌分析検査手数料として，宮の郷工業団地，

旧水府公民館，清掃センター，３カ所の土壌分析検査費用を計上したものでございます。 

 １３節委託料，５億1,７３２万円につきましては，廃棄物処分等業務委託料として，１１月以

降の災害廃棄物車両搬入誘導等業務１４５万9,６５６円，災害廃棄物収集業務1,９６８万円，災

害廃棄物処理場運搬業務１５０万5,６２５円，災害廃棄物処分業務４億9,４６７万4,３４０円を

計上いたしました。 

 なお，災害廃棄物処分業務の内訳でございますが，まず，処分費として４億2,７１２万7,００

０円を，全体の処分量4,８００トンで算出いたしました。処分するごみの種類及び処分費用，並

びに処分量につきましては，可燃物の8,２２８万円，約1,０００トンから，その他，土砂等でご

ざいますが，１億6,６９６万6,０００円，約８００トンまでの７種類でございます。運搬費用等

として6,７５４万7,３４０円を計上いたしました。 

 １４節使用料及び賃借料2,９４１万6,０００円は，作業機械等借上料として，災害ごみ仮置き

場における災害ごみ整理のため，１１月以降に使用するバックホー４台，鉄板敷仮設トイレ等の

借上料を計上いたしました。 

 ４段目は，８款１項５目災害対策として，6,５３２万7,０００円を計上いたしました。 

 ３節職員手当等1,７８２万7,０００円につきましては，１１月以降の職員の災害対応に係る時

間外勤務手当として1,６５８万2,０００円及び管理職員特別勤務手当として１２４万5,０００円

を計上いたしました。 

 １９節負担金補助及び交付金4,７５０万円につきましては，被災者生活再建支援金といたしま

して，茨城県被災者生活再建支援補助事業１件当たり２５万円を１９０件分計上いたしました。 
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 ５段目は，１０款１項１目農林災害復旧費として６億2,９４３万7,０００円を計上いたしまし

た。 

 １３節委託料5,１０４万3,０００円のうち，測量調査設計委託料３１３万5,０００円につきま

しては，被災した里美地区徳田町の林道三ツ目線及び水府地区天下野町の法定外道路の２カ所分

の測量調査委託料を計上いたしました。同じく委託料の実施設計委託料4,７９０万8,０００円に

つきましては，国庫補助に係る農地４３カ所５７ヘクタール，及び国庫補助に係る農業用施設２

０カ所4,１４１メートルの災害復旧工事に係る査定設計書及び実施設計書の作成業務として，4,

６７４万5,０００円を計上いたしました。 

 また，被災した農地全域における堆積土の土壌検査業務として１１６万3,０００円を計上いた

しました。 

 １５節工事請負費５億7,８３９万4,０００円のうち，災害復旧工事５億4,０１１万4,０００円

につきましては，農地及び農業用施設の復旧費用として計上いたしました。また，同じく工事請

負費のうち，維持補修工事3,８２８万円につきましては，林道等の維持補修工事費用として計上

いたしました。工事箇所の詳細につきましては，別紙１①でご説明いたします。 

 恐れ入りますが，資料の４ページをお開き願います。１は，農地農業用施設の復旧内容でござ

います。まず（１）農地の復旧でございますが，①として，国の災害復旧事業を活用した工事が

４３カ所５７ヘクタール，工事費は３億１５３万5,０００円でございます。備考欄でございます

が，災害箇所４３カ所の内訳につきましては，常陸太田地区が１３カ所，金砂郷地区が５カ所里

美地区２５カ所となっております。 

 ②は，市の災害復旧事業でございます。こちらは１３万円以上４０万円未満の工事となります

が，５４カ所８ヘクタール，工事費は4,５４６万5,０００円でございます。備考欄でございます

が，災害箇所の内訳は，常陸太田地区５カ所，金砂郷地区１０カ所，水府地区１４カ所，里美地

区２５カ所でございます。 

 （２）の水路などの農業用施設の復旧でございますが，①として，国の災害復旧事業を活用し

た工事が２０カ所，被害延長4,１４１メートル，工事費は１億7,３６２万6,０００円でございま

す。備考欄でございますが，災害箇所２０カ所の内訳は，常陸太田地区１１カ所，金砂郷地区５

カ所，里美地区４カ所でございます。 

 ②の１は市の災害復旧事業で，こちらは１３万円以上４０万円未満の工事となりますが，３７

カ所，延長1,７９７メートル，工事費は1,９２４万1,０００円でございます。②の２は１３万円

未満の市の災害復旧事業でございます。３カ所，延長５７メートル，工事費は２４万7,０００円

でございます。備考欄でございますが，災害の内訳は，②の１及び②の２合計で常陸太田地区１

１カ所，金砂郷地区１４カ所，里美地区１５カ所でございます。 

 ２は，林道の復旧内容でございます。①として，国の災害復旧事業を活用した工事が，里美地

区徳田町の林道三ツ目線の１路線，延長３０メートル，工事費は1,５９０万6,０００円でござい

ます。②は，市の災害復旧事業。こちらは１３万円以上４０万円未満の工事となりますが，４路

線，延長１３０メートル，工事費は１２７万6,０００円でございます。路線名につきましては，
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備考欄のとおり，林道三ツ目線ほかの３路線でございます。③は，市の一般単独災害復旧事業で

ございます。こちらは，里美地区小中町の生田入線の１カ所，延長４００メートル，工事費は３

２３万4,０００円でございます。④は，市の単独事業でございます。林道や市道に属さない水府

地区天下野町の法定外道路１カ所，延長２４０メートル，工事費は1,７８６万4,０００円でござ

います。 

 ５ページをご覧願います。ただいまご説明いたしました農地，水路等の農業施設及び林道の被

災箇所の位置を示した図面でございます。後ほどご覧置き願います。 

 恐れ入りますが，３ページにお戻り願います。最下段は，１０款２項１目道路橋りょう災害復

旧費として４億4,７４０万円を計上いたしました。１３節委託料，5,１００万円及び１５節工事

請負費３億9,６２０万円につきましては，被災した道路２２カ所，橋りょう９橋の災害復旧にか

かる測量調査設計委託料及び災害復旧工事費用を計上いたしました。被災箇所の詳細につきまし

ては，先ほどご説明いたしました２ページの報告第１４号における１０款２項１目の１３節委託

料の災害査定測量調査設計業務の１億３００万円と合わせまして，別紙２の①によりご説明いた

します。 

 恐れ入りますが，資料の６ページをお開き願います。図面番号,河①から④の河川につきまして

は，久慈川水系の河川名染川で，災害位置はいずれも東染町の４カ所でございます。小計の欄で

ございますが，被災延長３９メートルについて，委託料８００万円，工事請負費1,４２０万円を

計上いたしました。被害状況はいずれも護岸崩壊で，復旧方法は土砂撤去，かごマット工，積ブ

ロック工を行うものでございます。 

 続きまして，図面番号①の，市道里８の４００１号線から，㉓の市道７０７２号線までの２２

カ所。小計の欄でございますが，総延長７９４メートルについて，委託料7,２００万円，工事請

負費２億2,１００万円を計上いたしました。各路線の被害状況及び復旧工法につきましては，ご

覧のとおりでございます。㉔から㉜までは橋りょうでございますが，㉔の市道里８の１１３６号

線湯本１号橋から㉜の市道０１０１号線新落合橋まで９橋。小計の欄でございますが，総延長２

５５メートルについて，委託料7,４００万円，工事請負費１億6,１００万円を計上いたしました。

各路線の被害状況及び復旧工法につきましては，ご覧のとおりでございます。 

 なお，㉛の市道７０４８号線及び㉜の市道０１０１号線につきましては，復旧工法につきまし

て現在検討中でございますので，工事費につきましては現在のところ計上しておりません。 

 最下段でございますが，合計で委託料につきましては，補正予算第４号において１億３００万

円，第６号において5,１００万円。工事請負費につきましては，第６号において３億9,６２０万

円をそれぞれ計上いたしました。 

 ７ページをご覧願います。ただいまご説明いたしました，河川及び道路並びに橋梁の被災箇所

の位置を示した図面でございます。後ほどご覧置き願います。 

 恐れ入りますが，議案書の報告第１６号，４６ページにお戻り願います。第２表は，地方債補

正でございます。１の追加でございますが，災害援護費，資金貸付事業費につきましては，災害

援護資金貸付金の財源としまして4,６５０万円を追加。現年発生補助災害復旧事業費につきまし
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ては，被災した農地及び林道並び道路橋りょうの復旧の財源として，２億7,８７０万円を追加す

るものでございます。起債の方法，利率，償還の方法は記載のとおりでございます。後ほどごら

んおき願います。 

 報告案件に係る私からの説明は以上でございます。当該補正によりまして，被災した方々が１

日も早く従前の生活に戻れますよう，また，道路橋りょうの修復や来年春の作付に間に合います

よう，農地等の復旧に職員一丸となって対応してまいります。ご審議の程よろしくお願い申し上

げます。 

○成井小太郎議長 上下水道部長。 

〔江尻伸彦上下水道部長 登壇〕 

○江尻伸彦上下水道部長 報告第１７号から報告第２０号の４件について，提案者にかわりまし

て，ご説明申し上げます。 

 議案第１７号から議案第２０号につきましては，公営企業会計の予算措置について専決処分の

承認を求めるものでございます。台風１９号による災害に迅速に対応するために，補正予算を計

上させていただきました。 

 恐れ入りますが，議案書の５４ページをお開き願います。報告第１７号は専決処分の承認を求

めることについてでございます。次のページに専決処分書の写しがございますが，１０月１２日

付で専決処分をさせていただきました。 

 次に，５６ページをお開き願います。令和元年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第１号）

でございます。 

 １枚おめくり願います。第１条は総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で，収入支出予算の総額にそれぞれ4,７８１万5,０００

円を追加し，総額を，収入において１２億8,１１２万8,０００円とし，支出において１２億6,８

８１万6,０００円としたものでございます。 

 第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で，時間外勤務手当等

の補正により職員給与費を１億3,１１９万8,０００円に改めるものでございます。 

 第４条は，他会計からの補助金の補正で，今回の補正予算の財源といたしまして，一般会計か

らの補助金4,７８１万5,０００円を追加し，7,８９５万5,０００円に改めるものでございます。 

 主な補正内容につきましては，内容が多岐に渡るため，別冊の資料にてご説明させていただき

ます。公営企業会計補正予算資料，配付リストの５番の資料でございます。まず，収益的収入及

び支出の収入でございます。１款水道事業収益の補正につきましては，今回の補正予算の財源と

いたしまして，一般会計補助金4,７８１万5,０００円を追加したものでございます。次に，支出

でございます。１款３項１目災害による損失として4,７８１万5,０００円を計上いたしました。

１節手当２１９万円は水道施設の復旧に要する職員の時間外勤務手当１１人分と，管理職員特別

勤務手当３人分の人件費を計上いたしました。 

 ２節，委託料は，浸水により被災いたしました新地浄水場電気室清掃作業３１３万5,０００円，

並びに常福地取水場ほか２カ所の取水口清掃及び土砂撤去作業１３６万1,０００円。また，新地
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浄水場ほか１カ所の塵芥処理業務１７０万円及び新地取水口ほか１カ所の進入路土砂撤去及び排

泥作業５７万5,０００円を計上いたしました。 

 ３節修繕費は，浸水により被災した新地浄水場電気盤仮復旧工事ほか１カ所，３９２万7,００

０円，並びに茅根取水場ほか１カ所の電気盤復旧工事７２９万3,０００円及び花房取水場電気盤

本復旧工事2,４８９万9,０００円。また，常福地取水ポンプ及び取水口鉄板復旧工事８８万5,０

００円。花房取水場フェンス復旧工事１８５万円を追加したものでございます。詳細につきまし

ては，この資料の５ページ別紙１の復旧箇所一覧表及び８ページ別紙４の位置図に記載しており

ますので，後ほどご確認をお願いいたします。 

 なお，補正予算資料の補足説明の中に青字で記載しております。①，②等の番号は，別紙資料

の，復旧箇所一覧表並びに位置図の番号と一致するものでございます。 

 報告第１７号は以上でございます。 

 恐れ入りますが議案書に戻りまして，６８ページをお開き願います。報告第１８号は専決処分

の承認を求めることについてでございます。次のページに専決処分書の写しがございますが，１

０月１２日付で専決処分をさせていただきました。 

 次に，７０ページをお開き願います。令和元年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第

１号）でございます。１枚おめくり願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で，収入支出予算の総額にそれぞれ1,１４６万8,０００

円を追加し，総額を，収入において１億2,２１６万2,０００円。支出において１億2,１７４万6,

０００円としたものでございます。 

 第３条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で，時間外勤務手当等

の補正により，職員給与費を2,０８０万5,０００円に改めるものでございます。 

 第４条は，他会計からの補助金の補正で，今回の財源といたしまして，一般会計からの補助金

1,１４６万8,０００円を追加し，3,２１１万8,０００円に改めるものでございます。 

 主な補正内容につきましては，先ほどと同じ別冊公営企業会計補正予算資料の２ページをご覧

いただきたいと思います。 

 報告第１８号資料でございます。まず，収益的収入及び支出の収入でございます。 

 １款工業用水道事業収益の補正につきましては，今回の補正予算の財源といたしまして，一般

会計補助金1,１４６万８０００円を追加したものでございます。 

 次に，支出でございます。 

 １款３項１目災害による損失として1,１４６万８０００円を計上いたしました。１節手当６０

万4,０００円は，工業用水道施設の復旧等に要する職員時間外勤務手当３人分の人件費を計上い

たしました。２節委託料は，浸水により被災しました花房取水場電気室清掃及び取水場塵芥処理

作業１５３万4,０００円を追加したものでございます。 

 申し訳ありませんが，ここで訂正がございます。補足説明欄の１０３万4,０００円を１５３万

4,０００円にご訂正のほどよろしくお願いいたします。大変申しわけございません。 
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 ３節修繕費は，浸水により被災しました花房取水場電気盤復旧工事７４８万円，並びに花房取

水場フェンス復旧工事１８５万円を追加したものでございます。 

 詳細につきましては，資料６ページ別紙２の復旧箇所一覧表並びに８ページ別紙４の位置図に

記載してございますので，後ほどご確認をお願いいたします。 

 報告第１８号は以上でございます。 

 恐れ入りますが議案書に戻りまして，８１ページをお開き願います。報告第１９号は，専決処

分の承認を求めることについてでございます。 

 次のページに専決処分書の写しがございますが，１０月１２日付で専決処分をさせていただき

ました。 

 次に，８３ページをお開き願います。令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第１

号）でございます。１枚おめくり願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で収入支出予算の総額に，それぞれ９０４万7,０００円

を追加し，総額を，収入において３億9,１９２万8,０００円とし，支出において３億8,６２４万

8,０００円としたものでございます。 

 第３条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で，時間外勤務手当等の

補正により，職員給与費を5,３３１万1,０００円に改めるものでございます。 

 第４条は，他会計からの補助金の補正で，今回の財源といたしまして，一般会計からの補助金

９０４万7,０００円を追加し，１億5,４０４万7,０００円に改めるものでございます。 

 主な補正内容につきましては，別冊，公営企業会計補正予算資料の３ページをお開き願います。 

 報告第１９号資料でございます。まず，収益的収入及び支出の収入でございます。１款簡易水

道事業収益の補正につきましては，今回の補正財源といたしまして，一般会計補助金９０４万7,

０００円を追加したものでございます。 

 次に支出でございます。１款３項１目災害による損失といたしまして，９０４万7,０００円を

計上いたしました。１節手当１０９万3,０００円は，簡易水道施設の復旧等に要する職員の時間

外勤務手当５人分の人件費を計上したものでございます。 

 ２節委託料は，浸水により被災しました水府地区北部浄水場土砂撤去業務５万3,０００円，里

美地区浄水場電気室内清掃及び土砂撤去６カ所３６４万7,０００円を追加したものでございます。 

 ３節修繕費は，浸水により被災しました水府地区北部浄水場取水口，土砂板止め及び金網設置

工事７１万4,０００円，並びに取水堰土砂撤去１００万円でございます。また，里美地区北部浄

水場取水場曝気装置分解清掃１０万円，並びに管理用道路及び法面復旧工事６３万円でございま

す。また，小菅町地内ほか３カ所の給配水管復旧工事１８１万円を追加したものでございます。

詳細につきましては，この資料の７ページ別紙３の復旧箇所一覧表，並びに８ページ別紙４の位

置図に記載しておりますので，後ほどご確認をお願いいたします。 

 報告第１９号は以上でございます。 

 恐れ入りますが議案書に戻りまして，９６ページをお開き願います。報告第２０号は，専決処



 ２５ 

分の承認を求めることについてでございます。次のページに専決処分書の写しがございますが，

１０月１２日付で専決処分をさせていただきました。 

 次に，９８ページをお開き願います。令和元年度常陸太田市下水道事業等会計補正予算（第１

号）でございます。１枚おめくり願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で，収入支出予算の総額にそれぞれ5,５８０万7,０００

円を追加し，総額を収入において１９億8,８００万1,０００円とし，支出において１６億7,８１

４万8,０００円としたものでございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補正で，収入支出予算の総額にそれぞれ２億９６万8,０００

円を追加し，総額を収入において６億４８０万5,０００円とし，支出において１２億１６１万9,

０００円としたものでございます。 

 第４条は，議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で，時間外勤務手当等

の補正により，職員給与費を8,５９７万3,０００円に改めるものでございます。 

 第５条は，他会計からの補助金の補正で，今回の補正予算の財源といたしまして，一般会計か

らの補助金２億5,６７７万5,０００円を追加し，４億6,８６９万1,０００円に改めるものでござ

います。 

 主な補正内容につきましては，別冊，公営企業会計補正予算資料の４ページをご覧いただきた

いと思います。 

 報告第２０号資料でございます。まず，収益的収入及び支出の収入でございます。３款農業集

落排水事業収益の補正につきましては，今回の補正予算の財源といたしまして，一般会計補助金

5,５８０万7,０００円を追加したものでございます。 

 次に支出でございます。３款３項１目災害による損失として5,５８０万7,０００円を計上いた

しました。１節災害による損失は，中継ポンプ制御盤等除去による資産の損失として2,７４７万

6,０００円を追加したものでございます。２節手当１８５万6,０００円は，農業集落排水処理施

設の復旧等に要する職員の時間外勤務手当９人分と，管理職員特別勤務手当１人分の人件費を計

上いたしました。３節委託料は，浸水により被災しました松栄青木地区及び花房新地地区の農業

集落排水処理施設の被災機器診断業務委託等の費用として３２５万8,０００円を追加したもので

ございます。４節修繕費は，浸水により被災しました松栄青木地区処理場応急仮復旧工事及び中

継ポンプの応急仮復旧工事1,７５２万5,０００円，花房新地地区処理場応急仮復旧工事４１２万

8,０００円及び町屋地区中継ポンプ応急仮復旧工事及び佐都地区マンホール修繕工事等１５６万

4,０００円を追加したものでございます。 

 続きまして，資本的収入及び支出の収入でございます。３款農業集落排水事業資本的収入の補

正につきましては，今回の補正予算の財源といたしまして，一般会計補助金２億９６万8,０００

円を追加したものでございます。 

 次に支出でございます。３款１項１目災害復旧費としまして２億９６万8,０００円を計上いた

しました。１節工事請負費は，松栄青木地区処理場の応急本復旧工事費を１億7,９９０万8,００
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０円，花房新地地区処理場応急本復旧工事７８０万7,０００円及び町屋地区中継ポンプ応急本復

旧工事６０５万3,０００円を追加したものでございます。２節委託料は，松栄青木地区及び花房

新地地区の災害査定用の設計委託料として１３２万円を追加したものでございます。詳細につき

ましては，この資料の９ページ別紙５の復旧箇所一覧表，及び１０ページ別紙６の位置図に記載

しておりますので，後ほどご確認をお願いいたします。 

 報告第１７号から報告第２０号についての私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第３ 議案第９２号ないし議案第１０６号 

○成井小太郎議長 次，日程第３，議案第９２号常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の制定について，議案第９３号常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部

改正について，議案第９４号常陸太田市保育所設置条例の一部改正について，議案第９５号常陸

太田市西山の里観光施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第９６号常陸太

田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について，議案第９７号

常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服務等に関する条例の一部改正について，議案第９８号

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について，議案

第９９号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整備等について，議案第１００号常陸太田市公の施設に係る指定

管理者の指定について，議案第１０１号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，

議案第１０２号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，議案第１０３号常陸太田

市公の施設に係る指定管理者の指定について，議案第１０４号常陸太田市公の施設に係る指定管

理者の指定について，議案第１０５号常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定について，議

案第１０６号市有財産の貸付けについて，以上１５件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりまして，ご説明いたします。 

 議案書の１１３ページをお開き願います。議案第９２号は常陸太田市会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例の制定についてでございます。提案理由でございますが，地方公務員

法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成２９年５月１７日に公布され，令和２年４月１日

から施行されることに伴い，会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるた

め本条例を制定するものでございます。内容につきましては，制定事項が多岐にわたるため，恐

れ入りますが，お配りいたしましたＡ３横長の資料，令和元年第４回市議会定例会議案第９２号

資料，常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の概要についてによりご説

明いたします。 

 １は，法改正の趣旨でございます。特別職非常勤，臨時的任用職員の任用，勤務条件の取り扱
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いは，これまで自治体によってまちまちとなっておりましたが，今回の改正によりまして，任用

条件の厳格化を行うものでございます。法の目的は大きく３点ございまして，（１）といたしま

して，特別職非常勤職員，臨時的任用職員の任用の適正化を確保すること。（２）といたしまし

て，任期や勤務条件等の任用制度を明確にすること。（３）といたしまして，知識や技術職務経

験などを考慮した給与体系に見直すものでございます。 

 ２は，当市の現状でございます。図の左側でございますが，現在当市におきましては，特別職

非常勤職員として各種委員会の委員や学校医など，一般職非常勤職員として事務補助や保育士な

ど，臨時的任用職員として産休や育児休業者の代替職員など３つの任用区分を設けております。

これらを，今回の法改正の趣旨に沿いまして，図の右側でございますが，特別職非常勤職員，新

たに規定された会計年度任用職員，臨時的任用職員にそれぞれ分類するものでございます。図に

ございますとおり，これまでの一般職非常勤職員につきましては，そのまま会計年度任用職員に

移行となりますが，特別職非常勤職員及び臨時的任用職員につきましては，それぞれ任用要件が

厳格化されたことに伴いまして，これまでの職にとどまるケースと，会計年度任用職員に移行す

るケースとに分かれることとなります。図の右側には，改正後に引き続き特別職となるもの及び

会計年度任用職員になるものの一部につきまして記載をしておりますのでご覧置き願います。 

 続きまして，資料右側の３，会計年度任用職員の内容でございます。図にございますように，

会計年度任用職員はフルタイムとパートタイムの２つに分類されます。フルタイムとパートタイ

ムでは，①の身分，②の条件付き採用期間，④の休暇，⑤の分限，懲戒処分までの人事評価，⑦

の人事評価，⑧の健康診断等が同じ扱いとなっております。 

 ①の身分は，地方公務員の一般職の取り扱いとなります。 

 ②の条件付き採用期間は１カ月の期間が設けられます。 

 ④の休暇は，国の非常勤職員同様の休暇が付与されます。 

 ⑤の分限，懲戒処分は，「地方公務員法」が適用され，一般職同様，分限及び懲戒の対象とな

ります。 

 ⑦の人事評価は，翌年度の採用の参考とするため，仕事をとおして発揮された能力に基づき，

評価されることとなります。 

 ⑧の健康診断等は，一般職員と同様の実施となります。 

 ③の給与等，⑥の服務，⑨の社会保険等につきましては，フルタイムとパートタイムで扱いが

異なります。フルタイムにつきましては，③の給与等は，月額給料のほか期末手当や通勤手当，

退職手当を含む各種手当が支給されます。 

 ⑥の服務は，一般職員同様の扱いとなります。 

 ⑨の社会保険等は，２年目以降は，地方公務員共済組合に加入することとなります。 

 次に，パートタイムにつきまして，③の給与等は，月額，日額，時間額による報酬の支給及び

通勤手当に相当する費用弁償が支給されます。 

 ⑥の服務は，原則，一般職と同様な扱いとなりますが，一部，営利企業従事等の兼業制限は除

外されることとなります。 
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 ⑨の社会保険等は，勤務時間により，厚生年金，健康保険，雇用保険の加入となります。 

 続きまして，資料裏面をご覧願います。条文の概要でございます。 

 第１条は趣旨，第２条は定義で，フルタイム，パートタイム，それぞれの「地方公務員法」に

基づく法的根拠を規定しております。 

 第３条は，会計年度任用職員の給料，報酬，手当等について規定をしております。 

 第４条から第１７条におきましては，フルタイム会計年度職員の任用職員について規定をして

おります。第４条では，給料について定めておりまして，「新地方公務員法」に規定される職務

給の原則，均衡の原則に基づき，第５条で定める等級別基準職務表に基づく行政職及び医療給料

表の１級及び２級を使用して支払われることとなります。なお，第５条以下，第１７条におきま

しては，職務の級，号給，通勤手当，期末手当などの各種手当，給料の減額等について規定をし

ております。 

 同様に，第１８条から第２７条におきましては，パートタイム会計年度任用職員について規定

をしております。第１８条においては，報酬について，月額，日額，時間額，それぞれの算出方

法について定めております。なお，算出の基準となります基準月額は，第４条でご説明申し上げ

ました行政職及び医療職給料表の１級及び２級を用いることとなります。 

 第１９条以下第２７条におきましては，期末手当，報酬の減額等について規定をしております。 

 第２８条におきましては，休職者の給与について，第２９条，第３０条においては，パートタ

イム会計年度任用職員の通勤手当及び旅費相当の費用弁償について，第３１条第３２条において

は，市長が特に必要と認める事項及び委任事項について規定をしております。 

 ４の施行期日でございますが，本条例は令和２年４月１日から施行いたします。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。１３２ページをお開き願います。参考といたしま

して，１３２ページから１３８ページに，常陸太田市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等

に関する規則を，１３９ページから１５１ページに，常陸太田市会計年度任用職員の勤務時間休

暇等に関する規則を付してございますので，後ほどご覧置き願います。なお，今回の改正により，

企業体系や各市で手当の処遇改善が行われましたことから，当市におけます非常勤職員等に係る

報酬，給与報償費等を含めまして，年間約4,１００万円が増加するものと見込んでおります。 

 議案第９２号は以上でございます。 

 続きまして，１５２ページをお開き願います。議案第９３号は，常陸太田市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正についてでございます。提案理由でございますが，会計年度任用職員等

の育児休業等について整備するため，本条例の一部改正を行うものでございます。内容につきま

しては，改正条文が多岐にわたるため，恐れ入りますがお配りいたしましたＡ３横長の資料，令

和元年第４回市議会定例会議案第９３号資料，常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例についてによりご説明いたします。 

 １は，条例改正の背景でございます。先ほど説明いたしました議案第９２号による会計年度任

用職員の制度開始により，会計年度任用職員を含めた非常勤職員において，育児休業の制度の整

備が必要となりましたことから，本条例の一部改正を行うものでございます。 
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 ２は，常陸太田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。

一部，常勤職員に関する改正がございますので，（１）の常勤職員に関する改正の概要の表にて，

条ごとにご説明いたします。特に，改正となった部分につきましては，赤字で記載をいたしまし

た。 

 第２条の２は，「児童福祉法」の改正に伴い，Ｃ欄でございますが，養子縁組里親である職員

に委託されている児童に準ずる者を規定する引用条項を改正いたします。 

 第３条は，Ｂ欄でございますが，一度育児休業を終えた職員が再度育児休業の承認を受けよう

とする場合の特別の事情の規定を，Ｄ欄でございますが，子が保育所等に入所できない場合を追

加したものでございます。 

 第４条は，Ａ欄でございますが，育児休業の再度の延長ができる特別の事情の規定を，Ｄ欄で

ございますが，子が保育所に入所できない場合を追加したものでございます。 

 第１０条は，Ａ欄でございますが，育児休業，短時間勤務が終了して１年を経過していない場

合で，再度の育児短時間勤務をすることができる特別な事情の規定を，Ｄ欄でございますが，子

が保育所等に入所できない場合を追加したものでございます。 

 続きまして，（２）は同様に非常勤職員に関する条文の改正でございます。表にて条ごとにご

説明いたします。同様に，特に改正となった部分につきましては赤字で記載をしております。 

 第２条は，Ａ欄の育児休業をすることができない職員の規定でございます。Ｃ欄でございます

が，例外として育児休業ができる非常勤職員の規定を，Ｄ欄のとおり在職期間が１年以上あり，

子が１歳６カ月になる日以降も勤務する場合のほか，非常勤職員の子の年齢等に応じた場合ごと

に設けたものでございます。 

 第２条の３は，育児休業の期限の設定でございます。Ｃ欄でございますが，非常勤職員の育児

休業の期限を規定するに当たり，子の１歳になる日から１歳６カ月になる日までの育児休業の期

限の規定を，Ｄ欄のとおり，非常勤職員の子の年齢等に応じた場合ごとに設けたものでございま

す。 

 資料の裏面をご覧願います。第２条の４，Ｃ欄でございますが，非常勤職員が育児休業を子が

１歳６カ月になる日から２歳になる日まで取得することができる規定を，Ｄ欄のとおり設けたも

のでございます。 

 第３条は，Ｂ欄でございますが，一度育児休業を終えた職員が再度育児休業の承認を受けよう

とする場合の特別の事情の規定に，非常勤職員の規定を，Ｄ欄のとおり非常勤職員の子の年齢等

に応じた場合を追加するものでございます。 

 第７条は，Ｂ欄でございますが，期末手当基準日以前に勤務時間がある育児休業中職員には，

休業中であっても，期末手当を支給できる規定に，Ｄ欄のとおり，会計年度任用職員を除く規定

を設けたものでございます。 

 第８条は，Ｂ欄でございますが，職務復帰後の復職時調整を行うことができる規定に，Ｄ欄の

とおり会計年度任用職員を除く規定を設けたものでございます。 

 第１７条は，Ｂ欄でございますが，育児部分休業をすることができない職員の規定に，Ｄ欄の
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とおり，勤務時間が短い非常勤職員の規定を設けたものでございます。 

 第１８条は，部分休業の承認時間について，非常勤職員の規定を，Ｄ欄のとおり非常勤職員の

介護時間に関する部分を除く規定を設けたものでございます。 

 ３の施行期日でございますが，本条例は令和２年４月１日から施行いたします。 

 議案第９３号は以上でございます。 

 恐れ入りますが議案書にお戻り願います。１７０ページをお開き願います。議案第９４号は，

常陸太田市保育所設置条例の一部改正についてでございます。提案理由でございますが，常陸太

田市愛保育園を，「児童福祉法」第５６条の８第１項の規定に基づき，公私連携型保育所へ移行

するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 次ページをお開き願います。常陸太田市保育所設置条例の一部を改正する条例でございます。

常陸太田市保育所設置条例中，別表の常陸太田市愛保育園の項を削除するものでございます。 

 附則でございますが，この条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 本改正は常陸太田市愛保育園が来年の３月末をもちまして，現在実施をしております指定管理

を終了し，同年４月より公私連携型保育所へ移行することに伴い，本保育園が公立保育園から民

間保育園の扱いとなりますことから，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 議案第９４号は以上でございます。 

 続きまして，１７３ページをお開き願います。議案第９５号は，常陸太田市西山の里観光施設

の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。提案理由でございますが，常陸

太田市西山の里観光施設を市の管理運営施設とするため，本条例の一部改正を行うものでござい

ます。西山荘への来場者の著しい減少に伴いまして，当該施設の指定管理者制度による適切な運

営は困難であると判断し，市直営による管理運営に変更するものでございます。改正内容につき

ましては，新旧対照表にてご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１７６ページをお開き願います。左側改正案の第２条の２でございますが，

表の名称をご覧願います。現行では，休憩場のみで記載していたものを，新たに休憩室，売店，

食堂，屋外トイレ，庭園及び駐車場を加え，施設の内容を明文化いたしました。右側の現行の第

３条では，指定管理者による管理としておりましたが，左側改正案では市の管理運営施設へ切り

替えるものでございます。第２項において管理を委託できることと定めております。 

 １７７ページをお開き願います。第４条から次ページの別表までにつきましては，指定管理者

から市長による管理に変更することに伴う文言の整理を行っております。 

 １７８ページの現行の第１２条は削除いたします。 

 恐れ入りますが，１７５ページにお戻り願います。附則でございますが，本条例は令和２年４

月１日から施行するものでございます。 

 議案第９５号は，以上でございます。 

 続きまして，１７９ページをお開き願います。議案第９６号は，常陸太田市金砂ふるさと体験

交流施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。提案理由でございます

が，常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の３階部分の改装にあわせ，効果的かつ集客力の高い
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施設として運営を図るため，同施設の管理運営を「地方自治法」第２４４条の２第３項の規定に

基づく，指定管理者に行わせることに伴い，本条例の一部改正を行うものでございます。内容に

つきましては，新旧対照表にてご説明いたします。 

 恐れ入りますが，１８４ページをお開き願います。左側改正案の第３条は指定管理者による管

理を新たに加えるものでございます。第１項は，常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の管理は，

法第２４４条の２第３項の規定により，法人その他の団体であって，市長が指定する者に行わせ

ることを定めるものでございます。第２項は指定管理者が行う業務を規定したものでございます。 

 第３条の追加に伴い，現行の第３条以降を１条ずつ繰り下げるものでございます。第４条から

次ページの第５条，第７条から右ページの第１０条は，管理を市長から指定管理者に切りかえる

ことによる文言の整理でございます。 

 改正案の第６条及び第１１条は，新規条項でございます。１８６ページの第１１条は，市長に

よる管理として指定管理を受けるものがないとき，もしくは指定管理の指定をすることができな

いときに，市長による管理を行うことを定めたものでございます。 

 １８５ページの第６条第２項につきましては，施設の改装に伴い，利用料金を別表のとおり改

めるものでございます。 

 １８７ページの別表第６条関係をご覧願います。１でございますが，施設の３階をリニューア

ルしたことにより，左側改正案の区分の欄でございますが，１階，３階及び２階の２区分とし，

利用料金につきましては，一律であったものを，今回リニューアルした３階，リニューアルと同

様の個室利用であった１階は，大人3,５００円，小中学生2,５００円とし，連泊の場合は大人2,

６２０円，小中学生1,８７０円を新たに加えるものでございます。なお，２階の利用料金につき

ましては，右側現行と同じ，大人2,１００円，小中学生1,０５０円となりますが，連泊の小学生

の料金算定に誤りがございましたので，大人の連泊の場合の宿泊料金の７５％と同率で算定した

７８０円に定めるものでございます。 

 また，右側，現行の備考の（２）でございますが，宿泊使用料の中に各施設の使用料を含んで

いたものを，指定管理制度の導入に伴い別個に利用者から徴収することにしたため，削除するも

のでございます。 

 次に，左側改正案の別表の２につきまして，現行では日帰り使用の場合の料金を設定している

ものでございますが，各施設の利用料金を日帰り利用者，宿泊利用者の区分なく徴収することと

したため，施設利用の場合に改めるものでございます。なお，現行におきましては使用時間を規

定しておりましたが，民間のノウハウを最大限に活用するため，施設の利用時間の制限を削除す

るものでございます。 

 １８８ページをご覧願います。左側改正案でございますが，施設名区分の上から２段目に音楽

室，３段目に図書室を新たに追加したものでございます。利用料金でございますが，今回の指定

管理者制度の導入に伴い，今後の施設を維持していくためのランニングコストを算定し，利用者

負担分として，これまでの料金の見直しを図ったものでございます。 

 恐れ入りますが，１８３ページにお戻り願います。附則でございますが，本条例は令和２年４
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月１日から施行するものでございます。 

 第２項は経過措置でございます。施行の日前に使用の許可を受けたものに係る使用料について

は，従前の例とするものでございます。 

 議案第９６号は以上でございます。 

 続きまして，１８９ページをお開き願います。議案第９７号は，常陸太田市消防団の定数，任

免，給与，服務等に関する条例の一部改正についてでございます。提案理由でございますが，常

陸太田市非常勤消防団員の定数を改正するため，本条例の一部改正を行うものでございます。 

 １９０ページをお開き願います。条例本文でございますが，第２条では，本市消防団員の定数

を定めております。第２条第１項中に規定します団員の定数９８７人を，６７人減数しまして，

９２０人に改めるものでございます。 

 附則でございますが，本条例は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 改正の背景でございますが，本条例に規定する団員の条例定数９８７人は，平成１６年１２月

の市町村合併時に各市町村の条例定数を合算し定められたものであり，各消防団においては，本

部員または役場及び農協内の分団の団員数も条例定数に含んでおりました。しかし，役場等の分

団は全て廃止されていることから，役場分団等の団員定数でありました６７人について整理をす

るため改正を行うものでございます。消防団につきましては，本市の将来像を見据えた新たな組

織に改編し，引き続き市民の安全安心の確保に努めてまいります。 

 議案第９７号は以上でございます。 

 続きまして，１９２ページをお開き願います。議案第９８号は，地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてでございます。提案理由でございま

すが，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成２９年５月１７日に公布され，

令和２年４月１日から施行されること等に伴い，関係条例の整備を行うものでございます。内容

につきましては，改正が多岐にわたりますことから，恐れ入りますが，お配りいたしましたＡ３

横長の資料，令和元年第４回市議会定例会議案第９８号資料，地方公務員法及び地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてによりご説明いたします。 

 １は，条例改正の背景でございます。 

 （１）は，地方公務員法の一部改正でございます。全国における各自治体では，多様化する行

政需要に対応するため，臨時・非常勤職員が年々増加しておりますが，任用制度の趣旨に沿わな

い運用が見られ，適正な任用を確保するため，①として，特別職の任用及び臨時的任用の厳格化，

②として，一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化を行っております。 

 （２）は，地方自治法の一部改正でございます。地方の非常勤職員において，労働者性が高い

ものであっても期末手当が支給できなかったことから，期末手当を支給できるよう規定を整備し

たものでございます。 

 ２は，地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い，本市における各関係

条例の整備に関する条例の概要でございます。表中に記載しております第１条から第１２条の見

出しの条例について，一括で改正を行うものでございます。 
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 第１条から見出し，該当条文，内容の順にご説明いたします。 

 第１条は常陸太田市職員定数条例中，職員定数の対象とする職員の定義を定めた第１条におい

て，常時勤務する職員の欠員補充となる臨時的任用職員については，定義に含める旨の改正を行

っております。 

 第２条は，常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例中，職員の派遣を定めた第

２条において，地方公務員法の改正に伴う引用条項の改正を行っております。 

 第３条は，常陸太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例中，報告事項を定めた第３

条において，パートタイム会計年度任用職員は，人事行政の公表の対象とならない旨の改正を行

っております。 

 右ページをご覧願います。第４条は，常陸太田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例中，求職の効果を定めた第３条において，会計年度任用職員は１年ごとの任用となりますこと

から，休職の期間を任期の範囲内と定めております。 

 第５条は，常陸太田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例中，減給の効果を定めた第４条

において，パートタイム会計年度任用職員の減給について，新たに整理いたします常陸太田市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に規定する報酬額に基づき減額する旨を定めて

おります。 

 第６条は，常陸太田市職員の勤務時間，休暇等に関する条例中，会計年度任用職員の勤務時間

休暇等を定めた第１８条において，法改正による字句の訂正及び引用条文の変更を行っておりま

す。 

 第７条は，常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例中，特別

職非常勤を定めた別表第１について改正を行っております。 

 恐れ入りますが，資料裏面の新旧対照表をご覧願います。先ほど，議案第９２号で説明いたし

ましたとおり，今回の法改正によりまして，特別職非常勤職員の任用要件が厳格化されておりま

す。専門的な知識経験または識見を有し，それらに基づき，助言，調査，診断，その他総務省令

で定める事務を行うものに限定されたことに伴い，表中右側の（旧）の欄に太字で記載しており

ますとおり，町会長，副町会長をはじめ，公民館長や非常勤の事務嘱託など２７の職について，

特別職非常勤から除いております。 

 恐れ入りますが，表面にお戻り願います。第８条は，常陸太田市職員の給与に関する条例中，

会計年度任用職員の給与を定めた第２３条において，法改正による字句の訂正及び引用条文の変

更を行っております。 

 第９条は，常陸太田市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例中，

給与の種類を定めた第２条において，用務員等，単純労務職員の給与の種類に会計年度任用職員

の給与条例も含める旨の改正を行っております。 

 第１０条は，常陸太田市職員の特殊勤務手当に関する条例中，条例の目的を定めた第１条にお

いて，法改正による引用条項の繰り上げ及び常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の制定に伴う準用事項の追加を行っております。 
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 第１１条は，常陸太田市職員の旅費に関する条例中，目的を定めた第１条において，フルタイ

ム会計年度任用職員を，旅費を支払える職員に含める旨の改正を行っております。 

 第１２条は，常陸太田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例中，会計年度任用職員の

給与を定めた第１８条において，企業職員の会計年度任用職員の給料・報酬について，パートタ

イム，フルタイム，それぞれに新たに規定したものでございます。 

 ３の施行日でございますが，本条例は令和２年４月１日から施行いたします。 

 議案第９８号は以上でございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。２１５ページをお開き願います。議案第９９号は，

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係条例の整備等についてでございます。提案理由でございますが，成年被後見人等

の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が，令和元年６月

１４日に公布され，同年１２月１４日から施行されること等に伴い，関係条例の整備を行うもの

でございます。内容につきましては，改正が多岐にわたるため，恐れ入りますが，お配りいたし

ましたＡ３横長の資料，令和元年第４回市議会定例会議案第９９号資料「成年被後見人等の権利

の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う関係条例

の整備等についてによりご説明いたします。 

 １は，条例改正の背景でございます。（１）は，今回の条例改正の発端となりました「成年後

見制度の利用の促進に関する法律」の概要でございます。成年被後見人及び被保佐人の人権が尊

重され，成年被後見人等であることを理由に不当に差別を受けることのないよう，成年被後見人

等の権利に係る制限が設けられている制度について必要な見直しを行うことを定めた法律でござ

います。 

 （２）は，この法律を受けて制定された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律」の概要でございます。①は，成年被後見人等を資格，

職種，業務等から一律に排除する規定である欠格条項を設けている各制度について適正化を図る

改正が行われました。 

 ②は，これを受け，「地方公務員法」においては成年被後見人等が地方公務員になることがで

きないものとしている欠格条項である第１６条第１号が削除され，第２号から第５号がそれぞれ

繰り上がる改正がなされております。 

 また，③は，各種資格・権利等を定める士業関係及び営業許可関係の法律においても，欠格条

項から成年被後見人等を削除する改正が行われております。 

 ２は，「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律」の施行に伴う本市の関係条例の整備等に関する条例の概要でございます。表中に記載

しております第１条から第７条の見出しの条例について，一括で改正を行うものでございます。

第１条から，見出し，該当条文，内容の順にご説明いたします。 

 第１条は，常陸太田市印鑑条例中，登録の資格を定めた第２条において，印鑑登録ができない

者を，成年被後見人から意思能力を有しない者に改正を行っております。 
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 第２条は，常陸太田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例中，失職の特例を定めた

第５条において，地方公務員法改正による引用条項の繰り上げに伴う改正を行っております。 

 第３条は，常陸太田市職員の給与に関する条例中，期末手当を定めた第２０条及び第２０条の

２において，このたびの地方公務員法の改正により，成年被後見人等となっても失職することが

なくなったため，これを前提とした期末手当の支給に関する規定部分が不要になったことに伴い，

該当部分を削除する改正を行ったものでございます。 

 右ページをご覧願います。同様に，勤勉手当を定めた第２１条においても，成年被後見人とな

ったことにより失職することを前提とした勤務手当の支給に関する規定部分が不要となったこと

に伴い，該当部分を削除する改正を行っております。また，休職者の給与を定めた第２４条にお

いても，成年被後見人等となったことにより失職することを前提とした休職者に支払う期末手当

の支給に関する規定部分が不要となったことに伴い，該当部分を削除する改正を行っております。 

 第４条は，常陸太田市職員の旅費に関する条例中，旅費の支給について定めた第３条において，

「地方公務員法」改正による号の繰り上げに伴う改正を行っております。 

 第５条は，常陸太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例中，職員に

ついて定めた第２３条において，家庭的保育者の要件として引用する児童福祉法の欠格条項の改

正による号の繰り上げに対応した改正を行っております。 

 第６条は，常陸太田市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例中，許可の基準を定

めた第６条において，欠格条項から成年被後見人等を削除し，これに伴う号の繰り上げ等の改正

を行っております。 

 第７条は，常陸太田市消防団の定数，任免，給与，服務等に関する条例中，欠格条項を定めた

第４条において，欠格条項から成年被後見人等を削除し，これに伴う号の繰り上げを，また，分

限を定めた第８条において，第４条における号の繰り上げに伴う引用条項の改正を行っておりま

す。 

 ３の施行期日でございますが，本条例は公布の日から施行するものでございます。 

 議案第９９号は以上でございます。 

 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。２２８ページをお開き願います。議案第１００号

から２３３ページの議案第１０５号までの６議案につきましては，「地方自治法」第２４４条の

２第６項の規定に基づき，指定管理者を指定するため，議会の議決をお願いするものでございま

す。内容につきましては，資料により一括でご説明いたします。 

 恐れ入りますが，お配りいたしましたＡ３横長の資料，令和元年第４回市議会定例会議案第１

００号から１０５号資料，公の施設に係る指定管理者の指定についてをご覧願います。 

 １の，事業者募集の状況でございますが，表中，施設名に記載のとおり，常陸太田市高齢者生

産活動センターから，常陸太田市温水プールまでの１２の公の施設につきまして，６者の指定を

行うものでございます。 

 議案第１００号の高齢者生産活動センターから，議案第１０４号の農畜産物等加工施設につき

ましては，非公募により，議案第１０５号の温水プールにつきましては，９月２４日から１０月
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２３日まで公募を行い，右側でございますが，指定管理予定者を選定するため，１１月６日及び

１５日に指定管理者選定委員会を開催いたしました。 

 指定管理者選定委員会におきましては，審査基準にございますように，施設の利用者の平等な

利用が確保されるものであるか，施設の利用が最大限に発揮されるものであるかなど，ご覧の５

項目の審査基準により指定管理予定者として的確であるかどうかについて，審議選定をしたとこ

ろでございます。 

 ２の指定管理予定者の概要等をご覧願います。まず，議案第１００号の施設，常陸太田市高齢

者生産活動センターは，非公募により公益社団法人常陸太田市シルバー人材センターを指定管理

予定者とするものでございます。指定期間につきましては，維持・管理が主たる業務のため，３

年間の指定とする施設ではございますが，当該施設は昭和５５年５月に開設してから３９年が経

過し老朽化が著しいため，常陸太田市公共施設等再配置計画により，施設の機能移転について検

討をしておりますことから，令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間としてござ

います。 

 議案１０１号の施設，常陸太田市営里美斎場，議案第１０３号の施設，常陸太田市里美カント

リー牧場，里美温泉保養センター，総合交流ターミナル及び議案第１０４号の施設，常陸太田市

農畜産物等加工施設は，里美地区における公の施設の一体的な指定管理を視野に入れ，非公募に

より一般財団法人里美ふるさと振興公社を指定管理予定者とするものでございます。指定期間に

つきましては，施設の維持・管理とソフト事業を一体的に実施する各施設におきましては５年間，

指定管理を初めて導入する施設であります農畜産物等加工施設につきましては，運営状況を見る

ため，３年間の指定とするところではございますが，平成２９年に策定しました公社の経営健全

化計画に基づき事業を実施しておりますため，経営状況注視の観点から，１年ごとに見直しを図

るため，各施設とも令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの１年間としてございます。 

 議案第１０２号の施設，常陸太田市水府竜神観光施設，水府ふるさとセンター，水府竜神ふる

さと村，水府観光物産館，水府竜の里公園は，水府地区における公の施設の一体的な指定管理を

視野に入れ，非公募により株式会社水府振興公社を指定管理予定者とするものでございます。指

定期間につきましては，施設の維持・管理とソフト事業を一体的に実施する施設のため，５年間

とする施設ではございますが，平成２６年，２７年度の大幅なマイナス損益から，経営努力によ

り平成２８年度以降はプラス損益を計上しておりますものの，引き続き経営状況を見守るため，

令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間としてございます。 

 議案第１０５号の施設，常陸太田市温水プールは，公募により，一社から応募のありました株

式会社フロム常陸指定管理予定者とするものでございます。指定期間につきましては，施設の維

持・管理とソフト事業を一体的に実施する施設のため，令和２年４月１日から令和７年３月３１

日までの５年間としてございます。 

 参考といたしまして，各指定管理予定者の主な実績及び財政状況について記載してございます

ので，後ほどご覧置き願います。 

 議案第１００号から議案第１０５号は以上でございます。 
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 恐れ入りますが，議案書にお戻り願います。２３４ページをお開き願います。議案第１０６号

は，市有財産の貸付けについてでございます。条例で定める場合を除く市有財産の貸付けについ

て，議会の議決をお願いするものでございます。提案理由でございますが，常陸太田市愛保育園

を公私連携型保育所へ移行するため，市有財産である同保育園の土地及び建物を貸し付けるもの

でございます。 

 次ページをご覧願います。市有財産貸付けの概要でございます。１の土地でございますが，貸

し付けする土地につきましては，（１）の保育園敷地の土地９筆5,６７8.２３平方メートルと，

（２）の駐車場用地部分の土地８筆，2,９３1.７７平方メートルの合計8,６１０平方メートル分

でございます。 

 ２の建物は，園舎1,３２7.５３平方メートルと物置５2.６平方メートルの２棟でございます。 

 次ページをご覧願います。３の貸付先は，常陸大宮市野口１２９４番地，社会福祉法人仁川会

理事長川又幸夫。 

 ４の貸付理由でございますが，公私連携型保育所制度の規定により，公私連携保育法人に対し，

土地及び建物を無償または廉価での貸し付けを行うためでございます。 

 ５の貸付予定額は，土地につきましては，常陸太田市行政財産使用料徴収条例第３条に基づき，

固定資産税評価額の５％で算定した額，年間１４８万3,４００円を貸付予定額といたします。建

物につきましては，無償貸付といたします。無償とする理由といたしましては，築１６年が経過

していることや，修繕費用に対する法人の負担割合の上限額を引き上げたこと等を踏まえたもの

でございます。 

 ６の貸付期間でございますが，令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間を予定

しております。 

 提出議案に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

 日程第４ 議案第１０７号ないし議案第１１２号 

○成井小太郎議長 次，日程第４，議案第１０７号令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第

７号）について，議案第１０８号令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について，議案第１０９号令和元年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて，議案第１１０号令和元年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）について，議案

第１１１号令和元年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）について，議案第１１

２号令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第２号）について，以上６件を一括議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〔宮田達夫副市長 登壇〕 

○宮田達夫副市長 提案者にかわりまして，ご説明いたします。 

 恐れ入りますが，別冊，横長の令和元年第４回常陸太田市議会定例会補正予算書をご覧願いま



 ３８ 

す。補正予算関係議案の３件でございます。 

 １枚おめくり願います。議案第１０７号は令和元年度常陸太田市一般会計補正予算（第7号）で

ございます。 

 １ページをお開き願います。第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,２７３万9,０００円

を追加し，総額を２８１億9,２０６万1,０００円とするものでございます。 

 第２条で，債務負担行為の補正を行っております。主な補正内容につきましては，事項別明細

書によりご説明いたします。 

 恐れ入りますが，７ページをお開き願います。歳入でございます。１段目の１０款２項１目子

ども子育て支援臨時交付金の補正につきましては，本年９月の補正予算において追加をいたしま

した，国の幼児教育・保育の無償化に伴う歳出予算の財源といたしまして，2,４６０万8,０００

円を追加するものでございます。 

 ２段目の１５款１項１目民生費国庫負担金の１節社会福祉費負担金及び４段目の１６款１項１

目民生費県負担金の１節社会福祉費負担金につきましては，歳出予算において補正をいたします

障害者自立支援給付費の財源といたしまして，合わせまして2,３２５万9,０００円を追加するも

のでございます。 

 恐れ入りますが，２段目にお戻り願います。１５款１項１目民生費国庫負担金３節児童福祉費

負担金の補正につきましては，歳出予算において補正をいたします児童扶養手当の財源といたし

まして９８２万9,０００円を追加するものでございます。 

 ４段目の１６款１項１目民生費県負担金３節後期高齢者医療事業費負担金の補正につきまして

は，歳出予算の減額による補正でございます。 

 ８ページをお開き願います。２段目の１７款２項１目不動産売払収入の補正につきましては，

旧北中学校を民間企業へ売却したことに伴い，土地及び建物合わせまして2,５２４万3,０００円

を追加するものでございます。 

 ３段目の１９款繰入金の補正につきましては，事業費の確定などにより財政調整基金繰入金を

減額するものでございます。最下段の２１款４項３目雑入の右側説明の欄２行目の後期高齢者医

療療養給付費精算金の補正につきましては，前年度負担金の確定によりまして，7,１８６万4,０

００円を追加するものでございます。同じく４行目の県北地域クリエイティブ企業等進出支援事

業費補助金返還金の補正につきましては，平成３０年８月に里山ホテルが閉館し，当該ホテルが

実施予定であった補助対象事業が中止となったことに伴い，平成２９年度の補助金返還金として，

５００万円を追加するものでございます。 

 ９ページをご覧願います。歳出でございます。上段の２款１項１目一般管理費３節職員手当等

の補正につきましては，台風１９号による災害対応として，罹災証明や相談窓口などの業務を勤

務時間内に行ったことに伴い，通常業務が夜間にずれ込みましたことから，時間外勤務手当とし

て1,７５３万4,０００円を追加するものでございます。 

 同款同項１６目諸費のうち，右側説明の欄１行目，国庫支出金静算返還金の補正につきまして

は，平成３０年度生活保護費国庫負担金等の精算に伴う返還金等として，1,０３７万2,０００円
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を追加するものでございます。同じく３行目，県支出金返還金の補正につきましては，里山ホテ

ルから市へ返還された平成２９年度補助金のうち，県が支出した２５０万円を返還するため追加

するものでございます。 

 下段の３款１項４目障害者福祉費の補正につきましては，障害者が自立して生活するための身

体機能向上訓練や就労移行支援など，自立支援給付費において各種サービスの利用件数の増加に

より，3,１０１万4,０００円を追加するものでございます。 

 １０ページをお開き願います。上段は，款項の記載はございませんが，３款１項社会福祉費で

ございます。５目老人医療給付費２８節操出金の補正につきましては，茨城県後期高齢者医療広

域連合へ納付する基盤安定納付金の確定に伴い，特別会計操出金1,６６３万4,０００円を減額す

るものでございます。 

 ２段目の３款２項３目児童措置費の補正につきましては，「児童扶養手当法」が改正され，児

童扶養手当の支払回数が見直されたことに伴い，2,９４８万7,０００千円を追加するものでござ

います。当該手当につきましては，現在４カ月分を年３回支払っておりますが，国の措置により

本年１１月支払いから２カ月分を年６回への支払いへ変更されたことに伴い，本年度は１５カ月

分を支給するになりますことから，３ヶ月分を追加したものでございます。 

 ４段目の５款２項２目林業振興費の補正につきましては，茨城県森林湖沼環境税を財源とする

民有林保全事業への県補助事業において，天神林町の森林整備事業が補助対象として採択された

ことに伴い，森林整備の委託料として１０８万円を追加するものでございます。 

 １１ページをご覧願います。２段目の７款６項１目住宅管理費の補正につきましては，用途を

廃止する市営住宅に係る入居者の移転者数が見込よりも増加したことに伴い，補償金１０５万6,

０００千円を追加するものでございます。 

 恐れ入りますが，４ページにお戻り願います。第２表は，債務負担行為補正でございます。１

の追加でございますが，来年４月当初から業務開始に当たり，今年度中に契約事務を進める必要

があります記載の１０件につきまして，それぞれの限度額の範囲において債務の負担を行うもの

でございます。 

 議案第１０７号は以上でございます。 

 続きまして，議案第１０８号は令和元年度常陸太田市国民健康保険特別会計補正予算(第２号)

でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で，歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億9,８５３万5,０００円を追加し，総額を５７億

4,５５２万1,０００円とするものでございます。主な補正内容につきましては，事項別明細書に

よりご説明致します。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。４款１項１目保険給付費等

交付金の補正につきましては，今回の歳出予算の増額に伴いまして，１億9,８５３万3,０００円

を増額するものでございます。５款１項１目利子及び配当金の補正につきましては，支払準備基

金利子の増額に伴い2,０００円を追加するものでございます。 

 ７ページをご覧願います。歳出でございます。上段の２款１項１目一般被保険者療養給付費の
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補正につきましては，保険給付費等の増額に伴い１億3,０１２万1,０００円を増額するものでご

ざいます。 

 ２段目の同款２項１目一般被保険者高額療養費につきましても，同様により，6,８４１万2,０

００円を増額するものでございます。 

 下段の６款１項１目支払準備基金積立金の補正につきましては，歳入で増額補正をいたします

利子収入を支払準備基金へ積み立てるものでございます。 

 議案第１０８号は以上でございます。 

 続きまして，議案第１０９号は令和元年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）でございます。１ページをお開き願います。 

 第１条で歳入歳出予算の総額から，それぞれ1,６６３万4,０００千円を減額し，総額を７億1,

９４４万2,０００円とするものでございます。主な補正内容につきましては，事項別明細書によ

りご説明いたします。 

 恐れ入りますが，６ページをお開き願います。歳入でございます。 

 ３款１項２目保険基盤安定繰入金の補正につきましては，本年度の額の確定に伴う減額でござ

います。 

 ７ページをご覧願います。歳出でございます。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の

補正につきましては，低所得者等における保険料軽減分の市負担金確定に伴う減額でございます。 

 議案第１０９号は以上でございます。 

 補正予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○成井小太郎議長 上下水道部長。 

〔江尻伸彦上下水道部長 登壇〕 

○江尻伸彦上下水道部長 議案第１１０号から議案第１１２号までの３件について，提案者にか

わりまして，ご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，別冊の令和元年度公営企業会計補正予算書をご覧願います。１枚おめくり願

います。議案第１１０号は，令和元年度常陸太田市水道事業会計補正予算（第２号）でございま

す。 

 １ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で，収入支出予算の総額にそれぞれ４４万7,０００を追

加し，総額を，収入において１２億8,１５７万5,０００円とし，支出において１２億6,９２６万

3,０００円とするものでございます。 

 第３条は，資本的収入及び支出の補正で，国庫補助金の交付決定に伴う財源の組み換えで，第

１項企業債を７０１万3,０００千円，第３項出資金を７１０万円それぞれ減額し，第４項補助金

を1,４１１万3,０００千円に追加するものでございます。 

 第４条は，企業債の補正で，水源及び送配水施設整備事業７０１万3,０００円を減額し，限度

額を３億4,１４８万7,０００円とするものでございます。収益的収入及び支出の補正の詳細につ
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きましては，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，１１ページをお開き願います。収益的収入及び支出の収入でございます。１

款水道事業収益の補正につきましては，台風１５号による千葉県南房総市への応急給水活動経費

４４万7,０００円が交付されますので，今回追加するものでございます。支出でございますが，

応急給水活動経費を費目ごとに計上したものでございます。 

 １２ページに資本的収入及び支出の明細書がございますので，ご覧置き願いたいと思います。 

 続きまして，議案第１１１号令和元年度常陸太田市工業用水道事業会計補正予算（第２号）で

ございます。 

 恐れ入りますが，１３ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，資本的収入及び支出の補正で，支出において第１款資本的支出第２項企業債償還金

を２７０万円追加し，2,０５２円とするものでございます。この企業債は，平成２９年度に実施

しました宮の郷工業団地の水質計器設置工事の財源としまして１年据え置き５年償還で借り入れ

たものでございます。 

 ２０ページに，補正予算明細書がございますのでご覧置き願います。 

 続きまして，議案第１１２号令和元年度常陸太田市簡易水道事業会計補正予算（第２号）でご

ざいます。 

 恐れ入りますが，２１ページをお開き願います。 

 第１条は，総則でございます。 

 第２条は，収益的収入及び支出の補正で，支出において第１款簡易水道事業費用第１項営業費

用を３０３万円追加し，３億8,９２７万8,０００円とするものでございます。詳細につきまして

は，補正予算明細書によりご説明申し上げます。 

 恐れ入りますが，３０ページをお開き願います。光熱水費３０３万円を追加するものでござい

ますが，理由といたしましては，簡易水道事業を公営企業会計に移行する際に，１カ月分相当の

電気料の積算漏れがあったこと及び今年度は水道管の漏水等による排泥作業が予想外に多かった

ことにより電気使用量が増加したことによるものでございます。 

 補正予算に係る私からの説明は以上でございます。ご審議の程，どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○成井小太郎議長 説明は終わりました。 

            ─────────────────── 

○成井小太郎議長 以上で本日の議事は議了いたしました。 

 次回は１２月４日定刻より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後０時２８分散会 


